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やま・うみ・さとの区域

まちの区域

◆地域特性による区域区分

◆景観形成重点地区
出石城下町・城崎温泉・
江原駅東地区

景観計画区域

円
山
川
、
変
化
の
あ
る
海
岸
線
な

ど
、
毎
日
見
慣
れ
た
自
然
を
基
盤

と
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素

か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
景
観

計
画
で
は
、
豊
岡
の
風
景
を
次
の

三
つ
に
分
類
し
、
風
景
の
成
り
立

ち
と
そ
の
特
徴
を
捉
え
て
い
ま
す
。

①
景
観
の
基
盤
と
な
る
地
形
風
土

②
景
観
を
か
た
ち
づ
く
る
暮
ら
し

と
生な
り

業わ
い

　

市
や
市
民
、
事
業
者
が
協
働
で

「
豊
岡
ら
し
い
風
景
」を
守
り
、
育

て
、
さ
ら
に
磨
き
を
か
け
て
、
将

来
に
わ
た
っ
て
良
好
な
景
観
の
形

成
を
図
り
、
豊
か
な
地
域
環
境
と

地
域
特
性
を
生
か
し
た
魅
力
と
活

力
あ
る
ま
ち
を
実
現
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　

豊
岡
固
有
の
地
形
風
土
や
豊
か

な
自
然
、
歴
史
、
伝
統
、
文
化
、

生
業
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
い
る

「
豊
岡
ら
し
い
風
景
」は
、
先
人
か

ら
受
け
継
い
だ
大
切
な
資
産
で
あ

り
、
私
た
ち
が
責
任
を
持
っ
て
次

世
代
に
継
承
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
私
た
ち

一
人
一
人
が
豊
岡
の
景
観
の
成
り

立
ち
と
そ
の
価
値
を
十
分
理
解
し
、

守
り
、
育
て
、
共
有
す
る
仕
組
み

を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

・
市
民
意
識
調
査（
平
成
22
年
11
月
）

・
豊
岡
市
景
観
計
画
検
討
委
員
会

（
有
識
者
、
市
民
な
ど
）…
4
回
、

作
業
部
会
…
8
回

・
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
お
よ
び

市
民
説
明
会（
5
月
）

　

豊
岡
の
風
景
は
、
盆
地
を
取
り

囲
む
山
々
や
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る

計
画
の
目
的

計
画
の
策
定
経
過

豊
岡
の
風
景
を
捉
え
る

三
つ
の
見
方

風
景
づ
く
り
の基本

的
な
考
え
方

③
景
観
の
意
味
を
伝
え
る
記
憶
や

物
語

◆
景
観
計
画
の
区
域
区
分

　

市
域
の
面
積
が
県
内
で
最
も
広

い
豊
岡
に
は
、
地
形
や
風
土
、
歴
史
、

生
活
文
化
、
生
業
、
開
発
状
況

な
ど
地
域
ご
と
に
固
有
の
多
様
な

「
風
景
の
も
の
が
た
り
」が
あ
り
ま

『豊岡市景観計画』を策定しました

〈来日山からの眺望〉

　市では、景観法に基づく「豊岡市景観計画」を策
定しました。その概要をお知らせします。
《問合せ》都市整備課景観政策係☎23-1712

景観計画の区域区分
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事業者 市民

行政 景観形成
活動団体

《届出の手続きの流れ》
事前協議書の提出

景観法に基づく行為の届出

景観形成基準に基づく適合審査

完了の届出公表または罰則

完了の確認

行為の着手
勧　告
または

変更命令(※)

必要に応じ助言・指導

景観形成
活動団体

都市計画
審議会

必要に応じ
意見を聴く

意見を
聴く

従わない場合

不適合

適合

適合

是
正

不適合

《協働で取り組むための役割と推進体制》
豊岡らしい風景づくり

意見・協議

啓発
活動・

活動
支援

認定（活動支援）

情報交換（意見・協議）

協議・
調整 情報発信

地域での
景観への
取組み

・行為箇所における景観形成方針
の確認

・景観形成方針に示された考え方
を、計画や設計にどのように反
映させていくかを、適宜現地確
認しながら協議

・今後の手続きの確認など

※基準に適合しない
場合は、都市計
画審議会の意見を
聴いた上で、景観
法に基づく勧告ま
たは変更命令を行
うことがあります。

関係機関
との調整
関連する他
法令等に
基づく調整

②
市
職
員
や
景
観
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

の
派
遣
制
度

③
支
援
制
度

④
普
及
啓
発

⑤
人
材
の
育
成

⑥
顕
彰
制
度

　

8
月
31
日

　

豊
岡
市
景
観
条
例
を
11
月
1
日

か
ら
施
行
し
ま
す
。

　

そ
の
後
、
届
出
対
象
行
為
に
は
、

市
条
例
に
基
づ
い
て
手
続
き
を

行
っ
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

今
後
の
予
定

風
景
づ
く
り
の
推
進
方
策

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
大
切
な
景
観
を

守
り
、
育
て
、
課
題
を
改
善
し
つつ

新
た
な
魅
力
と
活
力
あ
る
景
観
を

つ
く
り
出
し
て
い
く
た
め
に「
市
全

域
を
景
観
計
画
区
域
」と
し
、
土

地
の
利
用
状
況
な
ど
に
よ
り
区
域

を「
や
ま
・
う
み
・
さ
と
の
区
域
」

と「
ま
ち
の
区
域
」に
区
分
し
ま

す
。
ま
た
、
優
れ
た
景
観
を
有
し

て
い
る
な
ど
、
景
観
上
特
に
重
要

な
地
区
に
つ
い
て
は「
景
観
形
成
重

点
地
区
」に
指
定
し
ま
す
。
本
計

画
で
は
こ
れ
ま
で
の
取
組
み
を
踏

ま
え
、
出
石
城
下
町
地
区
、
城
崎

温
泉
地
区
、
江
原
駅
東
地
区
を
景

観
形
成
重
点
地
区
と
し
て
い
ま
す
。

◆
基
本
理
念
お
よ
び
風
景
づ
く
り

　
の
方
針（
景
観
形
成
の
方
針
）

　

豊
岡
固
有
の
景
観
の
価
値
を
市

民
一
人
一
人
が
み
ん
な
の
財
産
と

し
て
認
識
し
、「
豊
岡
、
風
景
の
も

の
が
た
り
」と
し
て
次
世
代
に
継

承
す
る
た
め
、「
私
た
ち
は
、
人
と

コ
ウ
ノ
ト
リ
が
共
に
暮
ら
せ
る

『
豊
岡
ら
し
い
風
景
』を
守
り
育
て

ま
す
!
」を
基
本
理
念
と
し
て
定

め
て
い
ま
す
。
ま
た
、
豊
岡
ら
し

い
風
景
の
成
り
立
ち
と
そ
の
特
徴

を
踏
ま
え
、
風
景
づ
く
り
の
方
針

と
し
て「
市
域
全
体
の
方
針
」、「
や

ま
・
う
み
・
さ
と
の
区
域
の
方

針
」、「
ま
ち
の
区
域
の
方
針
」を
定

め
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
景
観
形
成
重
点
地
区
に

は
、
さ
ら
に
き
め
細
か
な
地
区
独

自
の
方
針
と
基
準
を
定
め
て
い
ま

す
。

◆
届
出
対
象
行
為
と
規
模

　

比
較
的
大
き
な
建
築
物
、
工
作

物
、
開
発
な
ど
は
、
良
好
な
景
観

の
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
左
表

の
と
お
り
、
届
け
出
が
必
要
な
行

為
や
規
模
を
定
め
、
ま
た
、
そ
れ

ぞ
れ
の
項
目
ご
と
に
景
観
形
成
基

準
を
定
め
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
景
観
形
成
重
点
地
区
で

は
、
小
規
模
な
行
為
で
も
景
観
に

与
え
る
影
響
が
大
き
い
た
め
、
原

則
全
て
の
行
為
が
届
出
対
象
で
す
。

　

景
観
計
画
の
実
現
に
あ
た
っ
て

は
、
市
民
・
事
業
者
・
景
観
形
成

活
動
団
体
・
行
政
が
そ
れ
ぞ
れ
の

責
務
や
役
割
を
認
識
し
、
協
働
で

取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
す
。
本

計
画
が
掲
げ
る
風
景
づ
く
り
の
推

進
方
策
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
効
果
的
な
手
続
き（
事
前
協
議

…
左
図
参
照
）

※この計画は、都市整備課で縦覧できるほか、市ホームページに掲載しています。

《届出対象行為と規模》
届出対象行為 やま・うみ・さとの区域 まちの区域

建築物の新築、増築、改
築もしくは移転、外観
を変更することとなる
修繕もしくは模様替え
または色彩の変更

高さが12ｍを超え、
または建築面積が
300㎡を超えるもの

高さが15ｍを超え、
または建築面積が
1,000㎡を超えるもの

工作物の新設、増築、
改築もしくは移転、
外観を変更すること
となる修繕もしくは
模様替えまたは色彩
の変更

高さ（当該工作物が、
建築物と一体となっ
て設置される場合
は、その高さとの合
計）が12mを超え、ま
たはその敷地の用に
供する土地の面積が
500㎡を超えるもの

高さ（当該工作物が、
建築物と一体となっ
て設置される場合
は、その高さとの合
計）が15mを超え、ま
たはその敷地の用に
供する土地の面積が
1,000㎡を超えるもの

開発行為（都市計画
法第４条第12項）

行為地の面積が
500㎡以上

行為地の面積が
500㎡以上

土地の開墾、土石の採
取、鉱物の掘採その他
の土地の形質の変更

行為地の面積が
500㎡以上

行為地の面積が
500㎡以上

木竹の伐採 行為地の面積が
500㎡以上

行為地の面積が
500㎡以上

屋外における土石、
廃棄物、再生資源そ
の他の物件の堆積

行為地の面積が
500㎡以上

行為地の面積が
500㎡以上

水面の埋立て 行為地の面積が
500㎡以上

行為地の面積が
500㎡以上

計
画
の
告
示


